
　　　　　　　　　亀　山　市　の　高　齢　者　人　口

亀山 昼生 井田川 川崎 野登 白川 神辺 関 加太 坂下 計

６５－６９ 1,059 119 596 293 158 47 135 401 89 16 2,913

７０－７４ 950 104 360 217 166 63 155 320 77 28 2,440

７５－７９ 857 106 307 190 159 71 122 307 87 29 2,235

８０－８４ 665 97 213 174 143 63 108 263 80 43 1,849

８５－８９ 357 40 114 97 75 32 54 134 33 19 955

９０－９４ 155 24 46 34 34 15 36 54 18 10 426

９５－９９ 55 5 10 6 9 4 11 11 3 7 121

１００－１０４ 11 1 1 1 1 0 1 0 1 1 18

１０５－１０９ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

計 4,110 496 1,647 1,012 745 295 622 1,490 388 153 10,958

再掲　６５歳以上
一人暮らし人口

523 41 157 82 70 29 31 180 48 21 1,182

再掲　６５歳以上
高齢世帯人口

523 44 219 88 65 35 63 218 55 20 1,330

※　１００歳以上の高齢者１９名につきましては、全員確認済です。

※　人口は平成２２年８月１日現在です。

※　再計の人口は、平成２１年１０月現在の民生委員児童委員による実態調査からの資料です。



高齢者の生存確認について

①市民等から通報があった場合、所属長へ報告する。

    ※室長が不在の場合は、部長に報告するなど通報を受けた日に報告してください。

②報告を受けた所属長は、別紙「連絡票」により高齢障がい支援室長へ速やかに報告する。

    ※緊急性がある場合は、電話で一報を入れてください。

③高齢障がい支援室長は、必要に応じて関係部署に情報提供を依頼するとともに、各部署と協力

して生存（所在）確認を行う。

                                                             

                              

                          

戸籍市民室長

･住民登録の有無

･戸籍確認

保険年金室長

･年金受給の有無

･保険の使用状況

ｼｽﾃﾑ H20.4～

H20.3 以前は

必要に応じて

ﾚｾﾌﾟﾄで確認

市民相談
協働室長

左記以外の
各局長･室長

高齢障がい支援室

室員

聴き取り事項 任意：通報者の住所・氏名・連絡先

   必須：行方不明者の住所・氏名・おおよその年齢・状態・親族情報など

情報提供依頼 報告

所属長へ報告

室員

所属長へ報告

室員

所属長へ報告

室員

所属長へ報告

市民等

通報



高齢者行方不明情報連絡票

通報日 平成      年      月      日（    ）    ：     頃

受付者 部            室（担当：               ）

通
報
者

氏名   

住所   

連絡先   

行
方
不
明
者

氏名   

住所   

年齢   

不明になった日                 年頃  ・  不明

その他情報

※親族関係や状況等わかる範囲で記入

各室長 ⇒ 高齢障がい支援室長

受付日
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